
電気用品の安全確保と事故の未然防止のためには
的確な法令の解釈を！

電気用品安全法解釈例規集
経済産業省商務情報政策局製品安全課
資源エネルギー庁原子力安全・保安院電力安全課　　 編

◇事業者の実務に直結する解説内容！
製造・輸入・販売の「実務上のポイント」を記載し、「立
案主旨」「解釈」により理解を深められる構成となってい
ます。

◇執筆は経済産業省担当官！
法令の的確な解釈のために関係省庁の実務担当官が
監修・執筆をしています。

◇法令解釈のための情報を満載！
「電気用品安全法」逐条解説、改正経過、注釈、参照条文
「電気用品安全法施行令」「電気用品安全法施行規則」
「電気用品技術基準省令」、関連通達
「電気事業法」等の関係法令

本書の特色

体　裁'A5判・加除式・全1巻　

定　価'18,900円（本体18,000円）



電気用品安全法の目的（法第１条より）
電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の
自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。

内容構成（抜粋）
ゴム系絶縁電線類
合成樹脂系絶縁電線類
金属製電線管類
金属製電線管類附属品
合成樹脂製等の電線管類
合成樹脂等の電線管類附属品
つめ付ヒューズ
包装ヒューズ類
温度ヒューズ
配線器具
電流制限器
小形単相変圧器類
小形交流電動機
電熱器具
電動力応用機械器具
光源及び光源応用機械器具
電子応用機械器具
交流用電気機械器具
携帯発電機

別表第3 検査の方式

別表第4 検査設備

別表第5 電気用品の表示の方法

別表第6 特定電気用品に表示する記号

別表第7 特定電気用品以外の電気用品に
表示する記号

○電気用品の技術上の基準を定める省令
別表第1 電線および電気温床線
1 電線
（1）共通の事項
（2）絶縁電線
（3）蛍光灯電線
（4）ネオン電線
（5）ケーブル
2 電気温床線

別表第2 電線管、フロアダクトおよび線
樋ならびにこれらの附属品なら
びにケーブル配線用スイッチボ
ックス

1 電線管類
2 電線管類の付属品
3 ケーブル配線用スイッチボックス

別表第3 ヒューズ
1 非包装ヒューズ
2 包装ヒューズ
3 温度ヒューズ

別表第4 配線器具
1 共通の事項
2 点滅器（電磁開閉器操作用スイッチを

除く。）
3 開閉器（ミシン用コントローラーを除

く。）および電磁開閉器操作用
スイッチ

別表第5 電流制限器
1 共通の事項
2 アンペア制用電流制限器

別表第6 小形単相変圧器、電圧調整器お
よび放電灯用安定器

1 共通の事項
2 ベル用変圧器、おもちゃ用変圧器その
他の家庭機器用変圧器、表示器用変圧
器およびリモートコントロールリレー
用変圧器

別表第7 令別表第2第6号に掲げる小形
交流電動機

1 共通の事項

法　令

○電気用品安全法
第1章　総則（第1条・第2条）
第2章　事業の届出等（第3条ー第7条）
第3章　電気用品の適合性検査等（第8条

ー第26条）
第4章　販売等の制限（第27条・第28条）
第5章　検査機関の登録等
第1節 検査機関の登録（第29条ー第32条）
第2節 国内登録検査機関（第33条ー第42

条の2）
第3節 外国登録検査機関（第42条の3・第

42条の4）

第5章の2 危険等防止命令（第42の5）
第6章　雜則（第43条ー第56条）
第7章　罰則（第57条ー第61条）
附則　〔1条ー6条〕
○電気用品安全法施行令
○電気用品安全法施行規則　　　　　
第1章　総則（第1条）
第2章　事業の届出等（第2条ー第9条）
第3章　電気用品の適合性検査等（第10

条ー第17条）
第4章　販売の制限（第18条）
第5章　検査機関の登録等
第1節 検査機関の登録（第19条ー第23条）
第2節 国内登録検査機関（第24条ー第28条）
第3節 外国登録検査機関（第29条ー第33条）
第6章　雜則（第34条ー第48条）
附則
様式第1 電気用品製造（輸入）事業届出書
様式第2 電気用品製造（輸入）事業承継届出書
様式第3 電気用品製造（輸入）事業譲渡受証

明書
様式第4 電気用品製造（輸入）事業者相続同

意証明書
様式第5 電気用品製造（輸入）事業者相続証

明書
様式第5の2 電気用品製造（輸入）事業承継

証明書
様式第6 事業届出事項変更届出書
様式第7 電気用品製造（輸入）事業廃止届出書
様式第8 電気用品例外承認申請書
様式第9 略称表示承認申請書
様式第10 登録商標表示届出書
様式第11 登録（登録の更新）申請書
様式第12 事業所変更届
様式第13 業務規定（変更）届出書
様式第14 業務休止（廃止）届出書
様式第15 電気用品安全法第46条第1項の規

定による立入検査等を行う職員の
身分証明書

様式第16 電気用品安全法第46条第2項の規
定による立入検査等を行う職員の
身分証明書

様式第18 利害関係人疎明書
様式第19 報告徴収の実施報告書
様式第21 法令に違反する電気用品の報告書
様式第22 電気用品提出命令の実施報告書

別表第1 電気用品の区分

別表第2 型式の区分

2 令別表第2第6号（1）に掲げる単相電動機

別表第8 令別表第1第6号から第9号ま
で及び別表第2第7号から第11
号までに掲げる交流用電気機械
器具並びに携帯発電機

1 共通の事項
2 令別表第1第6号から第9号まで及び別表
第2第7号から第11号までに掲げる交流
用電気機械器具

○電気用品安全法施行規則第25条第3項
第10号に規定する国際約束等

○電気用品の技術上の基準を定める省
令第2項の規定に基づく基準について

○電気用品安全法に基づく経済産業大
臣の処分に係る審査

○経済産業大臣の処分に係る標準処理
期間に関する規程

通　達

○電気用品取締法の施行について
○電気用品取締法の一部を改正する法
律の施行について

○電気用品の取締りについて
○同一型式の電気用品の型式認可番号
の取扱いおよび略称の承認に関する
取扱いについて

○電気用品安全法第3条第2号の事項に
係る届出について

○中古品販売業者等が電気用品安全法
に基づき行う自主検査記録の取り扱
いについて

○電気用品安全法第8条第1項第1号（第
27条第2項第1号）の承認の申請につ
いて

○電気用品の技術上の基準を定める省
令の取扱細則の廃止について

○電気用品の技術上の基準を定める省
令の解釈について

○電気用品の範囲等の解釈について
○高圧又は特別高圧で受電する需要家
の高調波抑制対策ガイドライン

○消費生活用製品等による事故等に関
する情報提供の要請について

その他

○電気用品安全法第31条第2項の規定に
基づく検査機関登録簿

○各種手続きの方法

関係法令

○電気事業法
○電気工事士法
○工業標準化法
○家庭用品品質表示法
○薬事法
○電波法
○消費生活用製品安全法

◇法の正しい解釈・運用のために関係省庁の担当官によるオリジナル解説が満載！
◇押えておくべきポイントを掲載しています。



内容見本〈縮小〉

解説、実務上の
ポイント等オリジナル
情報を掲載

実務に役立つ
「通達」も収録
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